覚 書
独立行政法人国立病院機構九州医療センター 院長 村中　光（以下「甲」という）と○○製薬株式会社 取締役社長 ○○○○（以下「乙」という）は200○年 ○月 ○日付で締結された受託研究契約（治験課題名：abc123○○○○○○○○第Ⅱ 相試験（ 治験実施計画書No.:1234567890)；以下、｢原契約｣という）に関し、以下のとおり覚書 （以下、｢本覚書｣という）を締結する。
第１条
以下の期間の検査・画像診断、投薬・注射に関する費用を乙の負担とし、原契約第○○条の支給対象外費用に準じ、乙より甲に支払うものとする。
本治験への同意取得日から治験薬投与開始前日までの間及び、治験薬投与終了日から、実施計画書に定めてある追跡調査終了日までの間

全ての検査・画像診断、同種同効薬の投薬・注射の費用

また、追跡調査が必要な場合、検査・画像診断に関する費用を乙の負担とする。
第2 条
本覚書は、原契約の有効期間中有効に存続する。
第3 条
本覚書に定めなき事項または本覚書の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ解決するものとする。
本覚書締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、甲１通乙１通を保有する。
年 月 日
甲 福岡市中央区地行浜１丁目８番１号
独立行政法人国立病院機構九州医療センター
院長 村中　光
乙
